
平成２９年度 第３回福崎町地域公共交通活性化協議会会議次第 

日 時  平成２９年１１月３０日(木)14:00～ 

場 所  福崎町役場２階 大会議室 

１ 開  会 

２ あいさつ 

３ 説明事項 

（１）地域公共交通網形成計画策定までの検討フローについて 

（２）地域公共交通網形成計画の方向性（案）について 

（３）地域公共交通にかかるクロスセクター効果について・・・近畿運輸局様より 

（４）路線バス・コミュニティバス路線の評価について（前回協議会からの続き） 

４ 報告事項 

 （１）路線バスの利用促進活動について（学校モビリティマネジメント活動） 

５ 閉  会 

【配布資料】 

・会議次第

・座席位置表及び委員名簿

・資料１ 地域公共交通網形成計画策定までの検討フロー

・資料２ 地域公共交通網形成計画の方向性（案）

・資料３ 地域公共交通にかかるクロスセクター効果について

・資料４ 路線バス・コミュニティバス路線の路線評価（前回協議会からの続き） 

・資料５ 路線バスの利用促進活動についての報告（学校モビリティマネジメント活動）
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１．地域公共交通網形成計画の方向性 

(1) 基本理念 

本町の地域公共交通網形成計画の方向性としては、公共交通を取り巻く現状と課題を

踏まえるとともに、上位計画や関連計画を受けて本町が目指す公共交通のあり方を示す

基本理念は以下に示すとおりです。 

＜ 基本理念（案）＞ 

一人ひとりが活動しやすく 住みよいまち・福崎 

現在ある公共交通網を見直し、更なる利便性の向上を行うことで、町内はも

ちろん、町外まで移動がしやすくするとともに、町民と行政の参画と協働で進

めるまちづくりとの連携を図ります。特定の人だけではなく、*町民が快適に利

用し、多世代が交流を深めることができる活力あふれる地域公共交通網を構築

することにより、「一人ひとりが活動しやすく 住みよいまち・福崎」の実現を

目指します。 

地域公共交通網形成計画などの交通計画を検討するにあたっては、まちづくり関連

の計画とセットで考えていくことが必要で、国土交通省は以下のような考え方で検討

していくことが大切との方針が示しています。 

本町としても、この方針に従い交通計画とまちづくり関連の計画が連携して検討し

ていくこととし、これにより好循環を目指していくことが重要なので基本理念の中で、

第５次総合計画の基本理念で示された「一人ひとりを大切にする」ことを念頭に「活

力あふれる移動」ができる公共交通網の構築を目指すこととします。

＜ まちづくりと連携した交通計画のイメージ ＞ 

出典：国土交通省ＨＰ
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(2) 基本方針 

基本理念である「一人ひとりが活動しやすく 住みよいまち・福崎」の実現に向けて、

以下の５つの基本方針を設定し本計画を進めていきます。 

＜ 基本方針 ＞ 

基本方針１：“まちの玄関口”の整備 

ＪＲ福崎駅周辺整備事業について、第１期工事が 2018 年度（Ｈ30）完成

を目標として進捗しており、本町の主要事業となっています。また、「第５次総

合計画」や「都市計画マスタープラン」などの上位計画で、公共交通の利便性

向上の観点から整備を推進していく事業として位置付けられているとともに、

「立地適正化計画」においては、都市機能の集積を図る拠点（都市機能誘導拠

点）として位置付けられています。 

このことから、ＪＲ福崎駅周辺整備事業を実施することで利便性の向上を図

るとともに、今後も“まちの玄関口”の確立のために、町道福崎駅田原線の延

伸やＪＲ福崎駅の簡易橋上化、駅西整備などを含めた整備を目指します。 

基本方針２：まちなかの回遊性の向上 

本町では、2018 年度（Ｈ30）完成を目標として進められているＪＲ福崎

駅周辺整備事業での施設誘致による都市機能の充実に伴い、ＪＲ福崎駅へのア

クセス性の向上が必要であるとともに、福崎町役場を中心とした田原地区の都

市機能が集積している市街地部への移動手段の確保や強化が必要です。 

このことから、「第５次総合計画」や「都市計画マスタープラン」、「立地適正

化計画」などで町内の核として位置付けられているこれらの核を公共交通で接

続を強化することで、まちなかでの回遊性向上を図り、まちの賑わいの創出を

目指します。 

基本方針３：まちなかへのアクセス性の向上 

現状のまちなか以外の郊外部では、主にサルビア号により行き来できますが、

現在、サルビア号郊外便の川西、川東の便が隔日運行となっているためコミュ

ニティバスを主な移動手段としている方などが、まちなかに行きたいときに利

用できない場合があります。また、バス停まで自転車、シニアカーなどで移動

される方にとっては、バス停付近に駐車・駐輪できるスペースがなく、バスの

利用を断念されるという状況も考えられます。 

このことから、郊外便の運行日数の増加や有効活用を行うことで、サービス

レベルの向上を図るとともに、どのような移動手段でもバスへ乗り継げるよう

な環境整備を行うことで、全ての方がまちなかへ移動できる公共交通の整備を

目指します。 
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基本方針４：町外との連携による交流人口の増加 

現状のバス交通は、姫路方面や加西方面へのバスルートは確保されています

が、それ以外の隣接市町までのバスルートはない状況です。また、市川町や旧

夢前町では、商業施設や医療施設などが確保できている福崎町市街地への移動

の要望があります。さらに、福崎工業団地で働いている方の一部では、ＪＲ福

崎駅や溝口駅（姫路市）利用の需要があることから、両駅間を結ぶような移動

手段確保の検討も必要です。 

このことから、本町と市川町が連携してコミュニティバスを運行することで、

両町間での移動需要や神崎総合病院・個人診療所への診療需要に対応できるバ

スネットワークの構築を推進します。また、ＪＲ福崎駅と福崎工業団地、姫路

市（溝口地区）を接続するバス交通の整備を目指すことで、本町での交流人口

の増加を目指します。 

基本方針５：利用しやすく持続可能な公共交通づくり 

以上に示した４つの基本方針を進めていくには、行政だけでなく*町民の協力

が不可欠であり、参画と協働により、よりよい公共交通の構築を目指していく

必要があります。 

このことから、行政が主体となった分かりやすい公共交通情報の提供を行っ

ていくとともに、*町民が公共交通を利用したいと思えるような取り組みを実施

することで、活力のある公共交通網体系の構築を目指します。 

「*町民」とは・・・福崎町自治基本条例（平成25年７月１日制定）第２条第１号 

に規定され、町内に住所を有する者（「住民」）、町内へ通勤又は 

通学する者及び町内で事業又は活動を行うものをいう。 
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(3) 福崎町が目指す公共交通網

基本方針で示した移動形態別の方向性については、以下のとおり本町が将来的に目指

す公共交通網を示しております。 

＜ 福崎町が目指す公共交通網 ＞ 
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(4) 施策体系 

基本理念として掲げている「一人ひとりが活動しやすく 住みよいまち・福崎」の実現を目指し、「“まちの玄関口”の整備」「まちなかの回遊性の向上」「まちなかへのアクセス性の向上」「町外との

連携による交流人口の増加」「利用しやすく持続可能な公共交通づくり」の５つの基本方針を基本として、以下の施策・事業の方向性の項目に従って施策・事業を展開していきます。 

＜ 施 策 体 系 ＞ 

基本
理念

基本方針 施策・事業の方向性 施策・事業

福崎駅周辺整備事業の推進

福崎駅のバリアフリー化の推進

デジタルサイネージ等の整備検討

福崎駅前広場でのイベントの開催

福崎駅周辺の施設誘致

社会の変化に応じたまちなか便の運行改善

大学バスとの連携によるまちなか巡回交流軸の増強検討

バス待ち環境の改善

超小型モビリティの導入検討

観光地を周遊できるレンタサイクルの導入

タクシーとの連携によるまちなかの活性化（観光タクシー含む）

郊外便（川西）のサービス強化

郊外便（川東）のサービス強化（買い物バス含む）

シニアカー専用駐車場の整備検討

パーク＆バスライド駐車・駐輪場の整備検討

福崎駅～福崎工業団地～溝口駅間でのバス運行検討

市川町までの福崎町内全域のデマンドンバスの運行検討

前之庄（夢前町）から福崎駅までのデマンドバスの運行検討（姫路市施策）

簡易型バスロケーションシステムの導入検討

総合型時刻表の作成・配布

モビリティ・マネジメントの実施

公共交通広報活動の充実

公共交通を利用したスタンプラリーの開催検討

鉄道駅・バス停沿線施設での公共交通利用優遇制度の導入検討

コミュニティバス時刻表への企業広告の導入検討

コミュニティバスサポーター制度の導入検討

持続可能な料金体系の設定

多様な料金割引制度の導入

バスによる回遊性の向上

多手段連携による回遊性の向上

地域住民・企業・沿線施設との協働

一
人
ひ
と
り
が
活
動
し
や
す
く

住
み
よ
い
ま
ち
・
福
崎

隣接市町と連携したバスの導入

まちなかへのアクセス性の向上

町外との連携による交流人口の増加

分かりやすい公共交通情報の提供

新たな公共交通利用者の創出

まちなかへのバスサービスの向上

バスへの乗り継ぎ利便性の向上

駅周辺環境の改善

まちなかの回遊性の向上

利用しやすく持続可能な公共交通づくり

利用しやすい運賃制度の設定

“まちの玄関口”の整備

駅舎・駅前広場の利便性向上
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２．目標達成に向けた施策・事業

基本方針１ “まちの玄関口”の整備 

■現状・課題 

ＪＲ福崎駅の乗車人員は、近年減少傾向にありましたが、ここ数年は横ばいから若干

増加傾向にあることからも、需要増加に応じた駅の整備が必要となります。 

ＪＲ福崎駅は、年間約 3,500 人の乗降者数がいますが、バリアフリー化が完了して

いないことから、駅周辺を含めた駅舎等のバリアフリー整備が急がれます。 

現在進められているＪＲ福崎駅周辺整備事業が完了した後は、まちの活性化を創出す

るためには、本事業以外の新たな取り組みが必要です。 

■目指す姿 

“まちの玄関口”であるＪＲ福崎駅を整備することで、全ての町民が安心・安全・快

適に利用できるような駅の充実化を図ります。 

■目指す姿の実現に向けた施策・事業                   ※ ★は重点施策を示す

駅舎・駅前広場の利便性向上 施策・事業概要 実施時期 実施主体 

★ 
ＪＲ福崎駅周辺整備

事業の推進（第１期） 

上位計画で示されているＪＲ福
崎駅周辺整備事業を推進し、
“まちの玄関口”にふさわしい
駅を目指します。 

2014年 
～ 

2018年 

福崎町 
交通事業者

ＪＲ福崎駅のバリア

フリー化の推進 

ＪＲ福崎駅のバリアフリー化を
推進することで、誰もが利用し
やすい駅としていきます。 

● 
福崎町 
交通事業者

駅周辺環境の改善 施策・事業概要 実施時期 実施主体 

★ 
デジタルサイネージ

等の整備検討 

鉄道、路線バス、コミュニティ
バスの運行状況が一体となった
電子情報提供媒体（デジタルサ
イネージ）をＪＲ福崎駅に設置
することで、一目で運行状況が
分かるような整備を行います。 

2019年 
以降 

福崎町 

ＪＲ福崎駅前広場で

のイベントの開催 

リニューアルされるＪＲ福崎駅
前広場において、興味をもって
いただけるようなイベントの開
催や出張店舗などを開くこと
で、賑わいのある駅前広場を創
出していきます。 

2019年 
以降 

福崎町 
地域住民 
企業 
沿線施設 

ＪＲ福崎駅周辺の施

設誘致 

「立地適正化計画」で示されて
いる生活利便施設や医療施設を
維持、誘導することで、町民が
集える活力あふれる駅周辺を目
指します。 

2017年 
～ 

2025年 
福崎町 

 本ページ以降は、計画策定に向けてのまとめ方の例を示します。
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基本方針１：“まちの玄関口”の整備 

事業 福崎駅周辺整備事業の推進 

実施主体 福崎町、交通事業者 

実施時期 

2018年度 
（Ｈ30） 

2019年度 
（Ｈ31） 

2020年度 
（Ｈ32） 

2021年度 
（Ｈ33） 

2022年度 
（Ｈ34） 

2023年度 
（Ｈ35） 

2024年度 
（Ｈ36） 

2025年度 
（Ｈ37）以降 

事業内容 

「総合計画」や「都市計画マスタープラン」などの上位計画で示されてい

るＪＲ福崎駅周辺整備事業を推進し、「訪れやすく住みやすいまち」を目標

に、“まちの玄関口”にふさわしい駅を目指します。将来的な構想である橋

上駅化や駅西側へのロータリ 整備についても、さらなる駅周辺の賑わいの

創出のため、実施に向けて検討を進めていきます。

＜ ＪＲ福崎駅周辺整備イメージ ＞   ＜ ＪＲ福崎駅周辺整備のコンセプト ＞ 

工事※

供用開始 

福崎町の 

新たな顔 

をつくる 

公共交通 

を快適に 

つなぐ 

まちの拠点 

としての機 

能を備える 

計画の名称：訪れやすく住みやすい 

まち福崎（第１期） 

計画の期間：2014年度～2018年度

全体事業費：31億 3,200万円 

供用開始 

※ 工事の進捗により、 

工事期間が変更と 

なる可能性があります。 
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３．計画の目標設定 

効率的かつ効果的な施策・事業が展開できるように、以下に示すとおり基本方針それ

ぞれに対する目標を設定します。 

＜ 計画目標 ＞ 

基本方針１：“まちの玄関口”の整備 

指標名 
現状値 

（2016年度） 

目標値 

（2025年度） 

ＪＲ福崎駅乗降者数 3,466人/日 3,800人/日 

基本方針２：まちなかの回遊性の向上 

指標名 
現状値 

（2016年度） 

目標値 

（2025年度） 

サルビア号まちなか便利用者数 12,623人/年 (仮)15,000 人/年

バス停の上屋等整備箇所 5バス停 10バス停 

基本方針３：まちなかへのアクセス性の向上 

指標名 
現状値 

（2016年度） 

目標値 

（2025年度） 

サルビア号郊外便利用者数 5,251人/年 (仮)7,000人/年 

買物バス利用者数 0人/年 ●人/年 

基本方針４：町外との連携による交流人口の増加 

指標名 
現状値 

（2016年度） 

目標値 

（2025年度） 

町外接続バス利用者数（路線バス以外） 0人/年 ●人/年 

基本方針５：利用しやすく持続可能な公共交通づくり 

指標名 
現状値 

（2016年度） 

目標値 

（2025年度） 

モビリティ・マネジメント参加者数（延人数） 0人 （仮）1,500人 

総合型時刻表配布部数 0部 （仮）7,000部 
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■参考：上位計画及び関連計画の概要 

○ 福崎町第５次総合計画（2014 年［Ｈ26］12 月 福崎町）【上位計画】 

計画期間 

基本構想：2014年度（Ｈ26）から2023年度（Ｈ35）までの10年間 

基本計画：2014年度（Ｈ26）から2023年度（Ｈ35）までの10年間 
     （前期５年間、後期５年間）

基本理念

さらに住みつづけたいまちをめざし、一人ひとりを大切にし、福崎町自治基

本条例をふまえた自律（立）のまちづくりを基本に参画と協働により、調和の

とれたまちづくりを積極的に推進していくことを、まちづくりの基本理念とし
て掲げます。 

将来像 

活力にあふれ 風格のある 住みよいまち 

 住んで、学んで、働いて 未来につながる福崎  

まちづくりの柱 

1. 地域づくり・行政（参画と協働） 

2. 教育・文化（ひとづくり） 

3. 生活・環境（安全） 

4. 健康・医療・福祉（安心） 

5. 産業振興（活力） 
6. まちの基盤（利便・快適） 

公共交通に関する施策・事業（概要） 

・公共交通機関の利用促進など交通弱者への安全対策を図ります。（町の取り組

み） 

・2014 年度（Ｈ26）から着手する「ＪＲ福崎駅周辺整備事業」により、Ｊ

Ｒ福崎駅前広場及びアクセス道路の整備を行い、利便性を向上させ、公共交

通機関の利用を促進します。（町の取り組み） 

・公共交通機関（巡回バス、ＪＲ及び高速バスなど）の利用促進に対して理解、
協力（住民等の取り組み例） 
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＜ 土地利用概念図 ＞ 

＜ まちの構造図 ＞ 

南方面に開けた盆地的なまとまりのある自然地形や景観を生かし、土地利用に一定の

方向性を与えながら、限られた土地を有効に活用していきます。そのため、「住む」「働

く」「学ぶ」「憩う」「遊ぶ」といった都市機能の充実や有効活用に向け、拠点（点）・ネ
ットワーク（線）・ゾーン（面）からなる将来のまちの構成（フレーム）を設定します。 
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○ 都市計画マスタープラン（2016 年［Ｈ28］6月 福崎町）【上位計画】 

目標年次 

2025年度（Ｈ37） 

都市づくりの理念 

住民を含む町民と行政のそれぞれが、自らの役割と責任を自覚し連携、協働

して行われ、住民福祉の向上と町域の均衡ある発展に寄与する必要があり、こ
れを本町における都市づくりの基本理念とします。 

将来の都市像 

活力にあふれ 風格のある 住みよいまち・福崎 

都市づくりの視点 

視点① 柔軟な都市計画制度の運用による人口減少の抑制 

視点② 中心市街地のにぎわいづくりと利便性を生かした産業の振興 

視点③ 地域資源を生かした観光の振興 
視点④ 減災の視点を取り入れた安全・安心の確保

公共交通に関する施策・事業（概要） 

・公共交通は、JR 播但線や路線バス及びコミュニティバスの利用増進を図り

ます。 

・道路網・JR 福崎駅などへの交通結節点の整備やコミュニティバスの再編を

目指します。 

・駅前広場や周辺道路、駐車場、密集市街地への対応も含めた駅周辺整備に取

り組むとともに、バス等公共交通機関との連携による公共交通結節点機能及

びネットワークの強化を行い、公共交通機関の利用を促進します。 

・福崎工業団地周辺での朝夕の交通渋滞解消にむけて、通勤者に鉄道利用を考

慮してもらうため路線バス運行社会実験を2016年（Ｈ28）4月から1年

間実施し、利用状況を見極めながらフィーダーバス導入施策を検討し、町外

へのアクセス手段の充実も含めた取り組みを推進します。 

・2016年（Ｈ28）3月には、ICOCA及び自動改札が導入されたことから、

通勤・通学や旅行客の利用増進に努めます。 

・事業者と協力しながら、姫路～北条間を結ぶ路線バス路線の維持確保を図り

ます。 

・サルビア号の更なる増加のために、路線再編を検討します。 

・立地適正化計画策定に合わせ地域公共交通網形成計画の策定を検討するとと

もに、コミュニティバスの利便性向上と利用促進を図ります。利便性向上策

としては、ニーズを把握しながらのルートや行き先等の変更、待合環境の改

善、バスの見える化を進めるために簡易型バスロケーションシステムの導入

などを検討します。また、利用促進策としては、広報誌による啓発や、事業

者と協力しながら学校や地域で乗車体験や公共交通の役割周知などを行い、

地域でバスを支える意識の連携強化を行います。 

・コミュニティバスを利用した買い物難民対策を検討します。 
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・観光振興、ＪＲ福崎駅乗降客増加対策、交通弱者対策等の観点から「広域・

地域連携交流軸」でネットワークの再編成について検討します。 

・駅前広場の整備や県道甘地福崎線の拡幅整備を行い、自家用車によるパーク

アンドライドやキスアンドライドの利便性向上を図るとともに、路線バスや

コミュニティバスの駅前への乗り入れにより、ＪＲ福崎駅の交通結節点機能

を強化します。 

・路線バス等の乗り入れに合わせ、町民が利用しやすいバス路線への再編を検

討します。 

・福崎西部工業団地とＪＲ福崎駅を結ぶバス運行社会実験を実施し、JR 利用

促進を図ります。 

・また、駅周辺の民間月極駐車場のパークアンドライド利用に対し補助する社

会実験を行うことにより、町民によるＪＲ福崎駅の利用促進を図ります。 

・駅前広場に町民の憩いの場・賑わいの場を創出するため、都市計画決定の変

更を視野に検討を行います。 

・福崎ＩＣバス停は、路線バス等の乗り入れやアクセス道路の整備、駐車場を

計画的に整備するなど利便性の向上に努めます。 

・JR 福崎駅周辺地区は、駅前広場、駐車場及び県道甘地福崎線の拡幅整備や

バス路線網の再編等により交通結節点機能を強化し町の玄関口として整備し

ます。 

・駅前広場にはモ二ュメントや雨にぬれずにバス・タクシーから電車に乗り換

えができるシェルターと観光交流センターを整備するとともに、町民が憩え

る賑わいのある場所として整備します。 

・駅利用者の利便性向上を図るため、駅舎の橋上化や自由通路の設置など駅東

西の一体的な整備を検討します。また、駅周辺には商業施設を誘導し、町民

の利便性とまちの活力の向上を図ります。 

・ＪＲ福崎駅にレンタサイクルを配置するなど各観光拠点への移動手段の確保
に努めます。 



- 13 - 

＜ まちの構造図 ＞ 

＜ 連携生活拠点区域の設定による広域的な都市構造 ＞ 



- 14 - 

○ 福崎町立地適正化計画（2017 年［Ｈ29］3月 福崎町）【関連計画】 

計画期間 

現在（2017年［Ｈ29］）から概ね25年後の2040年（Ｈ52） 

将来の都市像 

『活力にあふれ 住みやすく 風格のあるまち・福崎』 

・活力あふれる「生活の拠り所」 

昼間人口比率が非常に高いという特徴を活かしたまちづくり（若い世代

の移住・定住化促進） 

・住みやすい「生活の拠り所」 

コンパクトタウン（徒歩圏内に都市機能が充実）の特性を活かしたまち

づくり 

病院等の高次都市機能が広域連携で整備された安心な居住環境 

・風格のある「観光・交流の拠り所」 
豊かな自然や歴史文化資源を活かしたまちづくり 

都市機能誘導拠点（都市機能の集積を図る拠点） 

JR福崎駅及び福崎町役場 

公共交通に関する施策・事業（概要） 

・多くの町民が姫路市内や加西市など町外の施設を利用している現状を踏まえ、

総合病院の機能については、鉄道や播但連絡道路を利用して姫路市と「広域

連携」する方向で検討します。 

・居住誘導を検討する区域分けの１つの指標として、「バス停の周辺区域（バス

停から半径500ｍ圏域内）」があり、居住誘導区域検討の視点としては、「バ

ス停まで徒歩でアクセス可能な区域。運行本数が多いルートは公共交通の利

便性が高く、沿線や鉄道駅での乗り換え等で生活利便施設等へのアクセスが

可能な区域」が設定されている。 

・播磨圏域鉄道沿線まちづくり協議会において作成した方針に基づき、（仮称）

播磨圏域鉄道沿線まちづくり計画を作成することを目標として、公共交通を

中心とした持続可能な地域づくりに向けたまちづくりに取組みます。 

・公共交通の充実を図ることで、町民全体の暮らしやすさを維持し、さらには

町全体の交流促進により、都市そのものの魅力向上や風格の維持を図り、都

市活力向上を図ります。 

・商業・医療等の日常生活サービス機能が充実した、町の拠点である都市機能

誘導区域や利便性の高い公共交通沿線に一定の人口密度を維持することで、

日常生活サービス機能や公共交通の利用者を確保し、これらの持続性を確保

します。 

・公共交通ネットワークの充実による都市機能誘導区域・居住誘導区域間のア

クセスや、居住地から都市機能誘導区域までのアクセスを充実させることで、

日常生活の移動を支えるバス路線の維持と強化を図ります。さらに、広域的

な移動を支える鉄道の維持・強化も図ります。これらにより、町民が暮らし
やすいまちを維持します。 
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＜ 都市機能誘導区域 ＞ 

＜ 居住誘導区域 ＞ 
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○ 福崎町総合戦略（2016 年［Ｈ28］3月 福崎町）【関連計画】 

計画期間 

2015年度（Ｈ27）から2019年度（Ｈ31）までの5年間 

基本目標及び目標を達成するための施策 

基本目標1 「まち」に活力をもたらし、安心して暮らす社会環境をつくる 

基本目標2 結婚、出産、子育て、少子化対策の充実 

基本目標3 福崎町への新しいひとの流れをつくる 
基本目標4 安定して働くための産業振興と雇用をつくる 

公共交通に関する施策・事業（概要） 

・ＪＲ福崎駅周辺整備の推進により地域の活性化を図る。また、巡回バスの運

行や交通弱者への外出支援事業など、移動手段の確保を図る。 

・公共交通の利便性の向上と駅周辺の賑わいを創出するため、町の玄関口であ
る駅周辺の整備を推進する。 
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○ 播磨圏域連携中枢都市圏ビジョン（2017 年［Ｈ29］3 月 姫路市）【関連計画】 

計画期間 

2015年度（Ｈ27）から2019年度（Ｈ31）までの5年間 

連携中枢都市圏構成市町 

姫路市、相生市、加古川市、赤穂市、高砂市、宍粟市、加西市、たつの市、稲

美町、播磨町、福崎町、市川町、神河町、太子町、上郡町、佐用町 

目指すべき将来像 

播磨圏域において相当の規模と中核性を備え、東京の出生率を大きく上回って

いる姫路市と、近隣の市町が対等な関係のもと独立的・主体的に連携し、播磨

圏域連携中枢都市圏を構成する。圏域各市町は産業界、大学、金融機関などと

も協力して、圏域全体の経済を活性化し、圏域の魅力を高めるとともに、住民

が安心して暮らすことができる圏域づくりを進めることにより、地方から大都

市圏への人の流れを変え、日本の「人口減少の防波堤」としての役割を目指す。 

編纂 1300年を迎える播磨国風土記をはじめ、長い歴史の中で培われた歴史文

化、人々のたくましい生業（なりわい）、山海の自然に育まれた多彩な食文化

など、様々な地域資源に恵まれた「豊穣の地・播磨」に新たな種を「播」き、

豊かな地域資源に「磨」きをかけ、「人口減少社会でも光り輝く播磨圏域」を
創造することにより、地方創生の先駆けの役割を果たす。 

公共交通に関する施策・事業（概要） 
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（３）地域公共交通にかかるクロスセクター効果について ３









（資料４） 

― 1 ― 

（４）路線バス・コミュニティバス路線の路線評価 

※第２回地域公共交通活性化協議会の続き 

1. 評価の考え方 

＜ 評価の概要 ＞ 

・現在のコミュニティバスなどの地域公共交通事業には、公共性の観点から、行政の補助と

して公費が投入されているが、今後も地域公共交通事業を持続していくためには、際限な

く公費を投入することはできず、一定の事業効率性も必要であるため、地域公共交通事業

を事業効率性と公共性の 2つの視点から評価する。 

・事業効率性評価は「乗客 1人当たり行政補助額」を、公共性評価は「沿線人口１人当たり

年間乗車回数」と設定し、以下の図で示すように 2軸で評価する。事業効率性評価・公共

性評価それぞれに基準値を設定し、2軸とも評価が高い右上の領域をめざす。 

運行継続 

0 円/人 目標値 

運営継続についての協議 

（第三者支援や運行効率化などの再編）

抜本的な運行再編 乗客数増を図る利用促進 

乗客 1人当たり 

行政補助額 

（事業効率性評価） 

沿線人口1人当たり 

年間乗車回数 

（公共性評価） 

基準値 

基準値 

目標値 

高
い

低
い

多い 少ない 
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2. 基準値の設定 

＜ 福崎町内におけるサルビア号及び路線バスの年間利用者数と行政補助額 ＞

年間利用者数 
【人/年】 

行政補助額 
【円/年】 

サ
ル
ビ
ア
号

まちなか便 12,623 8,171,000

郊外便 

川西 4,133 4,245,310 

川東 1,118 4,509,690 

路
線
バ
ス 

姫路駅前～江鮒団地・
西光寺～福崎駅前 

3,389 634,000 

姫路駅前～南大貫～北
条営業所 

5,475 1,464,000 

姫路駅前～溝口～福崎
駅前 

3,494 1,666,000 

合計 30,232 20,690,000 

＜ 事業効率性評価及び公共性評価の基準値 ＞ 

事業効率性評価 公共性評価 

利用者1人当たり行政補助額 沿線人口1人当たり年間利用回数 

基準値 700円/人 1.5回/人 

・事業効率性評価の「利用者 1人当たり行政補助額」の基準値は、サルビア号及び路線バス

の福崎町内における全バス停の年間総利用者数が約 30,000 人、福崎町内におけるサルビ

ア号及び路線バスの年間行政補助総額が約 21,000,000 円であることから、「700 円/人」

と設定する。 

・公共性評価の「沿線人口 1人当たり年間利用回数」の基準値は、サルビア号及び路線バス

の福崎町内における全バス停の年間総利用者数が約 30,000 人、福崎町の人口が約 20,000

人であることから、「1.5回/人」と設定する。 

※ 年間利用者数及び行政補助額の詳細な算定方法等については、参考資料を参照 

出典）福崎町及び神姫バス所管データ（平成28年度実績） 

クロスセクター効果等を参考に基準値を変更予定 
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3. 評価対象路線 

＜ 評価対象路線（コミュニティバス）＞ 

・評価対象路線は、現在福崎町内を運行しているコミュニティバス 3 系統、及び路線バス 3

系統の合計6系統とする。 
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＜ 評価対象路線（路線バス）＞ 
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4. 評価結果 

   ＜ 系統評価結果 ＞ 

系統
番号

評価対象路線 評価結果

Ａ サルビア号 まちなか便 利用者増を図る利用促進

Ｂ サルビア号 郊外便（川西） 抜本的な運行再編

Ｂ' サルビア号 まちなか便＋郊外便（川西） 抜本的な運行再編

Ｃ サルビア号 郊外便（川東） 抜本的な運行再編

Ｃ' サルビア号 まちなか便＋郊外便（川東） 抜本的な運行再編

Ｄ 路線バス 姫路駅前～江鮒団地・西光寺～福崎駅前 利用者増を図る利用促進

Ｅ 路線バス 姫路駅前～南大貫～北条営業所 運行継続

Ｆ 路線バス 姫路駅前～溝口～福崎駅前 利用者増を図る利用促進

運行継続

利用者１人当たり補助額（事業効率性評価）

【回/人】

沿
線
人
口

1
人
当
た
り
年
間
利
用
回
数
（
公
共
性
評
価
）

【円/人】

運営継続についての協議
（第3者支援や運行効率化などの再編）

抜本的な運行再編
利用者増
を図る
利用促進

0

1

2

3

4

01,0002,0003,0004,0005,000

基準値

基
準
値

Ｃ

Ｂ

700

Ａ

Ｆ

Ｅ

Ｄ

Ｆ

1.5

Ｂ'

Ｃ'

・系統評価結果は以下に示すとおりであり、「Ｂ：サルビア号 郊外便（川西）」及び「Ｂ’：

サルビア号 まちなか便＋郊外便（川西）」、「Ｃ：サルビア号 郊外便（川東）」、「Ｃ’：

サルビア号 まちなか便＋郊外便（川東）」については、「抜本的な運行再編」を検討す

る必要がある結果となっている。 
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■ 評価の算出方法について 

1. 沿線人口の算出方法

・平成 27 年国勢調査地域メッシュデータ（500m メッシュ）のメッシュ人口を、各メッシュに

おける福崎町域の面積割合で按分し、さらに各系統のバス停から半径 500ｍ以内に入るメッ

シュの面積割合で按分した人口を、沿線人口として算出した。 

2. 年間利用者数の算出方法 

・年間利用者数は平成 28年度のデータを用いている。 

・サルビア号の年間利用者数は、平成 28年 4月～平成 29年 3月の実績を用いた。なお、路線

バスの利用は、福崎町内外での利用が多いことから、「乗降者数」を利用者として用いている。 

・路線バスの年間利用者数は、神姫バスより提供いただいた平成 28 年 6 月 6 日（月）～12 日

（日）の系統別バス停別乗降者数を福崎町内利用のみで抽出し、日平均乗降者数とした上で、

運行日数（365日）を乗じて算出した。 

3. 行政補助額の算出方法 

・サルビア号は県・町の補助額を合算した額とした。なお、郊外便は川西と川東の合計金額と

なっていることから、運行経費（行政補助額＋運賃収入）を算出した上で、運行日数で按分

した金額から、各系統の運賃収入をそれぞれ除した額としている。 

・路線バスは国・県・町の補助額を合算した額とした。 

4. 評価データ 

・系統別の評価データを示した表は以下に示すとおりであり、沿線人口１人当たり年間乗車回

数（公共性評価）は年間利用者数から沿線人口を除して算出し、乗客１人当たり行政補助額

（事業効率性評価）は行政補助額から年間利用者数を除して算出した。 

＜ 各系統別評価データ ＞ 

評価
番号

路線名
①

沿線人口
（人）

②
年間利用者数

（人/年）

③
行政補助額

沿線人口1人当たり
年間利用者数
（公共性評価）

②÷①

利用者１人当たり
行政補助額

（事業効率性評価）
③÷②

Ａ
サルビア号
まちなか便

10,279人 12,623人 8,171,000円 1.23回/人 647円/人

Ｂ
サルビア号

郊外便（川西）
10,384人 4,133人 4,245,310円 0.40回/人 1,027円/人

Ｂ'
サルビア号

まちなか便＋郊外便（川西）
13,610人 16,756人 12,416,310円 1.23回/人 741円/人

Ｃ
サルビア号

郊外便（川東）
10,975人 1,118人 4,509,690円 0.10回/人 4,034円/人

Ｃ'
サルビア号

まちなか便＋郊外便（川東）
15,463人 13,741人 12,680,690円 0.89回/人 923円/人

Ｄ
路線バス

姫路駅前～江鮒団地・西光寺～福崎駅前
8,051人 3,389人 634,000円 0.42回/人 187円/人

Ｅ
路線バス

姫路駅前～南大貫～北条営業所
2,090人 5,475人 1,464,000円 2.62回/人 267円/人

Ｆ
路線バス

姫路駅前～溝口～福崎駅前
4,091人 3,494人 1,666,000円 0.85回/人 477円/人

参考資料 

出典）沿線人口：平成27年国勢調査地域メッシュ統計 

   年間利用者数（サルビア号）：健康福祉課所管データ（平成28年度） 

   年間利用者数（路線バス）：神姫バス所管データ（平成28年度） 

   行政補助額（サルビア号）：健康福祉課所管データ（平成28年度 県・町合計額） 

   行政補助額（路線バス）：まちづくり課所管データ（平成28年度 国・県・町合計額） 






